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平成３０年第３回由利本荘市議会定例会（９月）会議録 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

平成３０年９月２１日（金曜日） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議 事 日 程 第 ４ 号 

平成３０年９月２１日（金曜日）午前１０時開議 

第 １．追加提出議案の説明並びに質疑 

         議案第１３５号及び議案第１３６号     ２件 

第 ２．追加提出議案の委員会付託（付託表は別紙のとおり） 

第 ３．委員長審査報告 

第 ４．認定第  １号 平成２９年度由利本荘市一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ５．認定第  ２号 平成２９年度由利本荘市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第 ６．認定第  ３号 平成２９年度由利本荘市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

第 ７．認定第  ４号 平成２９年度由利本荘市診療所運営特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

第 ８．認定第  ５号 平成２９年度由利本荘市受託施設休日応急診療所運営特別会計 

            歳入歳出決算認定について 

第 ９．認定第  ６号 平成２９年度由利本荘市情報センター特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第１０．認定第  ７号 平成２９年度由利本荘市奨学資金特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

第１１．認定第  ８号 平成２９年度由利本荘市介護サービス事業特別会計歳入歳出決 

            算認定について 

第１２．認定第  ９号 平成２９年度由利本荘市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

第１３．認定第 １０号 平成２９年度由利本荘市集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第１４．認定第 １１号 平成２９年度由利本荘市スキー場運営特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第１５．認定第 １２号 平成２９年度由利本荘市小友財産区特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

第１６．認定第 １３号 平成２９年度由利本荘市北内越財産区特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第１７．認定第 １４号 平成２９年度由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

第１８．認定第 １５号 平成２９年度由利本荘市水道事業会計決算認定について 

第１９．認定第 １６号 平成２９年度由利本荘市ガス事業会計決算認定について 

第２０．議案第１１９号 由利本荘市学校教育施設整備基金条例の制定について 
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第２１．議案第１２０号 由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税 

            に関する条例の一部を改正する条例案 

第２２．議案第１２３号 由利本荘市道路線の認定について 

第２３．議案第１２６号 平成３０年度由利本荘市一般会計補正予算（第６号） 

第２４．議案第１２７号 平成３０年度由利本荘市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

            号） 

第２５．議案第１２８号 平成３０年度由利本荘市診療所運営特別会計補正予算（第２号） 

第２６．議案第１２９号 平成３０年度由利本荘市介護サービス事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

第２７．議案第１３０号 平成３０年度由利本荘市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第２８．議案第１３１号 平成３０年度由利本荘市集落排水事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

第２９．議案第１３２号 平成３０年度由利本荘市スキー場運営特別会計補正予算（第１ 

            号） 

第３０．議案第１３３号 市道猿倉花立線災害防除工事請負変更契約の締結について 

第３１．議案第１３４号 平成３０年度由利本荘市一般会計補正予算（第７号） 

第３２．議案第１３５号 ２９災第３４３号一級市道水無線（真人橋）橋梁災害復旧工事 

            請負変更契約の締結について 

第３３．議案第１３６号 平成３０年度由利本荘市一般会計補正予算（第８号） 

第３４．請願第  ２号 自治会所有土地の共有名義を認可地縁団体に登記変更促進を求 

            める意見書提出についての請願 

第３５．陳情第  ５号 消費税増税１０％引き上げ中止を求める意見書提出についての 

            陳情 

第３６．継続審査について 

      継続審査中の陳情第３号 臓器移植の環境整備を求める意見書提出について 

                  の陳情 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（２５人） 

   １番 阿 部 十 全   ２番 岡 見 善 人   ３番 正 木 修 一 

   ４番 伊 藤 岩 夫   ５番 今 野 英 元   ６番 佐々木 隆 一 

   ８番 佐々木   茂   ９番 三 浦   晃  １０番 高 野 吉 孝 

  １１番 佐 藤 義 之  １２番 小 松 浩 一  １３番 伊 藤 順 男 

  １４番 長 沼 久 利  １５番 吉 田 朋 子  １６番 佐 藤 健 司 

  １７番 佐々木 慶 治  １８番 渡 部   功  １９番 大 関 嘉 一 

  ２０番 佐 藤   勇  ２１番 湊   貴 信  ２２番 伊 藤 文 治 

  ２３番 髙 橋 和 子  ２４番 高 橋 信 雄  ２５番 三 浦 秀 雄 

  ２６番 渡 部 聖 一 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

   市 長  長谷部   誠   副 市 長  阿 部 太津夫 

   副 市 長  九 嶋 敏 明   監 査 委 員  鈴 木 祐 悦 

   教 育 長  佐々田 亨 三   企 業 管 理 者  藤 原 秀 一 

   総 務 部 長  原 田 正 雄   企 画 調 整 部 長  佐 藤 光 昭 

   市 民 生 活 部 長  茂 木 鉄 也   健 康 福 祉 部 長  今 野 政 幸 

   農 林 水 産 部 長  遠 藤   晃   商 工 観 光 部 長  堀   良 隆 

                      由利本荘まるごと営業本部事務局長          
   建 設 部 長  佐々木   肇            田 口 民 雄 
                      兼まるごと売り込み課長          

   スポーツ・ヘルスコミッション             
            袴 田 範 之   西目総合支所長  齋 藤 久美子 
   推 進 部 長             

   鳥海総合支所長  高 橋 進 一   教 育 次 長  武 田 公 明 

   消 防 長  齊 藤 郁 雄 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議会事務局職員出席者 

   局 長  鎌 田 正 廣   次 長  鎌 田 直 人 

   書 記  髙 橋 清 樹   書 記  古 戸 利 幸 

   書 記  佐々木 健 児   書 記  成 田   透 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

          午前１０時００分 開  議 

○議長（渡部聖一君）  おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。 

 本日の出席議員は、25名であります。出席議員は定足数に達しております。 

 この際、御報告申し上げます。 

 去る９月５日、市役所正庁おいて、決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選

を行った結果、委員長に20番佐藤勇君、副委員長に25番三浦秀雄君が選出されておりま

す。 

 あわせて、御報告申し上げます。 

 さきの、15日、16日の２日間にかけ、滋賀県大津市で開催された第27回全国市町村交

流レガッタ大津大会において、本市からは壮年男子の部を除くほか７部門全て出場し、

大いに健闘されました。 

 その結果、当市議会の２クルーのうち、議会議員シニアの部で鳥海山クルーが優勝、

議会議員の部で子吉川クルーが上位入賞、また壮年女子の部において市民クルーのゆり

ほんレディースも上位に入賞されるなど、好成績をおさめられました。 

 このことは、ボートのまち由利本荘の名を全国に対し大きくＰＲできたものと、改め

て選手の皆様に感謝を申し上げますとともに、その労をねぎらいたいと思います。大変

御苦労さまでした。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（渡部聖一君）  この際、お諮りいたします。 

 このたび、議案の追加提出がありましたので、議会運営委員会を開催し、本日の日程

をお手元に配付のとおり定めましたが、これに御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって本日の議事は、日程第４号をもっ

て進めます。 

 それでは、本日の議事に入ります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第１、追加提出議案の説明並びに質疑を行います。 

 この際、議案第135号及び議案第136号の２件を一括上程し、市長の説明を求めます。

長谷部市長。 

          【市長（長谷部誠君）登壇】 

○市長（長谷部誠君）  おはようございます。それでは、追加提出議案について御説明申

し上げます。 

 本日、追加提出いたします案件は、契約締結案件１件、補正予算１件の計２件であり

ます。 

 初めに、契約締結案件についてであります。 

 議案第135号29災第343号一級市道水無線（真人橋）橋梁災害復旧工事請負変更契約の

締結についてでありますが、これはブロック積工のブロック種類の変更等により、工事

請負額が減額となることから、山科建設株式会社・佐藤建設株式会社特定建設工事共同

企業体と、変更契約を締結するに当たり、議会の議決を得ようとするものであります。 

 次に、補正予算についてであります。 

 議案第136号平成30年度一般会計補正予算（第８号）についてでありますが、土木費

において矢島下郷線に係る工事請負費を追加しようとするものであり、この財源として

は市債1,800万円を増額し、補正後の予算総額を467億8,034万2,000円にしようとするも

のであります。 

 これは、工事費の予算を要求する際に、諸経費分の計上を担当職員が失念していたこ

とによるものであり、このたびの不祥事について深くおわび申し上げますとともに、今

後このような事務の誤りが起きないよう、チェック体制について厳しく職員を指導して

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上が、本日追加提出いたします議案の概要でありますので、よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（渡部聖一君）  以上をもって、追加提出議案の説明を終わります。 

 これより、追加提出議案に対する質疑に入ります。 

 この際、本日追加提出されました議案第135号及び議案第136号の２件に対する質疑の

通告は、休憩中に議会事務局へ提出していただきます。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時０５分 休  憩 

……………………………………………………………………………………………………… 

          午前１０時０６分 再  開 
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○議長（渡部聖一君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、追加提出されました議案第135号及び議案第136号の２件を一括議題として

質疑を行います。 

 ただいままでのところ、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。よって、追加提出議案に対する質疑を終結

いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第２、追加提出議案の委員会付託を行います。 

 お手元に配付いたしております付託表のとおり、総務、建設の両常任委員会に審査を

付託いたします。 

 この際、追加提出議案の審査に係る委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

          午前１０時０７分 休  憩 

……………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時２０分 再  開 

○議長（渡部聖一君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第３、これより認定第１号から認定第16号までの16件、並び

に議案第119号、議案第120号、議案第123号及び議案第126号から議案第136号までの14

件、請願第２号並びに陳情第５号、継続審査中の陳情第３号の計33件を一括上程し、各

委員会の審査の経過と結果について委員長より報告を求めます。 

 なお、委員長報告に対する質疑は、各案件に入ってからこれを許します。 

 初に、決算審査特別委員長の報告を求めます。20番佐藤勇君。 

          【決算審査特別委員長（佐藤勇君）登壇】 

○決算審査特別委員長（佐藤勇君）  決算審査特別委員会の審査の結果について、御報告

申し上げます。 

 今期定例会において、当特別委員会に審査付託されました平成29年度決算認定に係る

案件は、一般会計決算及び特別会計決算13件、事業会計決算２件の計16件であります。 

 当特別委員会は、各常任委員会及び総合防災公園整備特別委員会を、それぞれ分科会

として所管ごとに審査した後、去る９月18日に開催された決算審査特別委員会におい

て、各分科会主査報告を受け、委員会の採決を行っております。 

 なお、審査の結果につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりであり

ますが、審査過程での概要を御報告申し上げます。 

 初めに、認定第１号一般会計決算認定についてであります。 

 全体の収支決算の概要でありますが、歳入決算額は前年度比９％増の549億3,308万円

余り、これに対し歳出決算額は12％増の524億9,847万円余りであり、これによる歳入歳

出差引額は24億3,461万円余りであります。 

 これから、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、20億4,704万円余り

の黒字となっております。 

 また、基金への積み立てや積立金の取り崩し、地方債繰上償還の差し引きによる実質
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単年度収支においては、11億2,083万円余りの赤字となっております。 

 歳入の主な概要につきましては、市税などの自主財源が31.1％、地方交付税などの依

存財源が68.9％の構成比となっております。 

 自主財源の根幹であります市税は79億1,494万円余りで、前年度より0.1％増となり、

歳入全体に占める割合は14.3％であります。 

 なお、収入率は現年度分、滞納繰越分合わせて96.5％で、前年度より0.4ポイント増

となっております。 

 一方、主要な依存財源である地方交付税は190億1,021万円余りで、前年度より11億

455万円余りの減となっており、歳入全体では34.6％を占めております。 

 次に、歳出ですが、各費目別の事業実績概要につきましては、決算附表等の資料に記

載のとおりであり、また９月18日の主査報告において、報告されたとおりであります。 

 なお、一般会計における年度末の市債現在高は704億6,076万円余りであり、前年度末

と比較し13億7,649万円、率にして２％の増となっております。 

 以上、御報告申し上げましたとおり、平成29年度一般会計決算につきましては、適正

に予算執行されているものと認められ、認定すべきものと決定した次第であります。 

 次に、認定第２号から認定第14号までの13件の各特別会計並びに、認定第15号、認定

第16号の２件の事業会計の計15件の決算につきましては、いずれも適正に予算執行がな

されているものと認められ、認定すべきものと決定した次第であります。 

 なお、第１分科会及び第２分科会での審査過程で、市税及び国民健康保険税の収納率

が合併後の 高値を２年連続で更新したことなどについて、職員の収納業務に対する日

ごろの取り組みを高く評価する。引き続き、適切で効果的な収納対策に努められたいと

の発言が、また第４分科会での審査過程で、一般会計の住宅使用料の滞納額について

は、滞納額は減少しており、努力による改善が認められるものの、引き続き収入未済額

の減少に努めていただきたいとの発言がありましたことを申し添えます。 

 後に、今後ともさらなる市民福祉の向上と、市勢発展に向けてなお一層の努力を傾

注されますことをお願い申し上げまして、決算審査特別委員会の審査報告を終わりま

す。 

○議長（渡部聖一君）  次に、総務常任委員長の報告を求めます。21番湊貴信君。 

          【総務常任委員長（湊貴信君）登壇】 

○総務常任委員長（湊貴信君）  総務常任委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 

 報告いたします案件は、初日に付託されました案件を除き、また本日付託されました

案件を加えて、条例改正１件、補正予算３件、請願１件、陳情１件の合計６件でありま

す。 

 審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりであります

が、審査の経過と概要について御報告申し上げます。 

 初めに、条例改正であります。 

 議案第120号地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例案でありますが、これは地域再生法の一部改正に伴い、条例の一部を改

正しようとするものであり、認定地域再生計画に基づく事業に対する課税の特例とし

て、東京23区から企業の本社機能を移転する場合の固定資産税の不均一課税について、
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優遇措置を拡大するものでありますが、提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべき

ものと決定した次第であります。 

 次に、補正予算であります。 

 初めに、議案第126号一般会計補正予算（第６号）でありますが、当常任委員会に審

査付託になりましたのは、歳入では11款、15款、17款から20款、歳出では２款、９款及

び地方債であります。 

 歳入でありますが、11款分担金及び負担金では石脇財産区選挙費負担金の減額、15款

財産収入では分収林立木、物品売払収入の増額、17款繰入金ではふるさとさくら基金や

公共施設等維持補修基金、石脇財産区繰入金の増額及び地域雇用創出推進基金繰入金の

減額、18款繰越金では前年度繰越金の増額、19款諸収入では消防団員安全装備品整備等

助成金の措置、20款市債では臨時財政対策債の増額であります。 

 歳出でありますが、２款総務費では年度途中の副市長選任による特別職給与等の減

額、行政センターの空調設備改修に伴う分担金、元号改正対応や財務会計のカスタマイ

ズに係る経費、ふるさと納税の楽天サイト導入に係る経費、職員時間外手当、法人市民

税の過年度還付金の増額、石脇財産区議会議員一般選挙事務費の無投票による減額、９

款消防費では途中退職による人件費の減額、落雷により破損した同報系防災行政無線西

目海士疼局の修繕経費の措置などであります。 

 また、地方債補正でありますが、（仮称）いきいきこどもプラザ整備事業を追加し、

老朽化公共施設解体事業及び臨時財政対策債について、起債限度額をそれぞれ増額変更

しようとするものであります。 

 次に、議案第134号一般会計補正予算（第７号）でありますが、当常任委員会に審査

付託になりましたのは、歳入18款であり、歳出各款に係る一般財源分として前年度繰越

金を940万円増額しようとするものであります。 

 次に、本日追加提出されました議案第136号一般会計補正予算（第８号）であります

が、当常任委員会に審査付託になりましたのは地方債補正であり、これは道路改良事業

の起債限度額を４億2,220万円から４億4,020万円に増額変更しようとするものでありま

す。 

 以上、御報告申し上げました３件の一般会計の補正予算につきましては、いずれも提

案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 次に、請願、陳情であります。 

 請願第２号自治会所有土地の共有名義を認可地縁団体に登記変更促進を求める意見書

提出についての請願でありますが、これは認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の

特例の見直しについて、総務大臣に対して意見書の提出を求める請願であります。 

 この請願につきましては、当局より市の顧問弁護士に確認したところ、共有名義者の

所在が判明している場合は、法に従って登記すべきとの回答があった旨の情報提供があ

りました。 

 委員からは、このような認可地縁団体に係る事例は、全国で数多くあると思うので、

請願者においては課題解決に努力してもらいたい、安易に法を変えることは悪用につな

がる恐れがあるなどの発言があり、本件については登記義務者を探し出すことが困難と

の要件に当たらないとの結論に達し、全会一致で不採択すべきものと決定した次第であ
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ります。 

 次に、陳情第５号消費税増税10％引き上げ中止を求める意見書提出についての陳情で

ありますが、この陳情については私を除く全ての委員より討論がありましたので、概要

を御報告いたします。 

 10％への増税は、これまで２回延期されてきた経緯がある。全ての人が負担すること

になるので、生活困窮者はますます苦しくなる。駆け込み需要で来年の８月、９月は消

費は伸びると思うが、その後、大幅に落ち込むことになる。自分としては、８％から下

げるべきと考えるが、今の政治状況では下げることは不可能と思うので、今の税率でと

どめておくことを主張したいので採択すべき。 

 採択すべきとの理由は、もっともなことだと思う。全ての方々が２％負担がふえるこ

とになるので、非常に厳しいということは理解できるが、高齢化社会、成熟した社会で

広く、薄く税を負担することは、少子高齢化社会における社会保障には不可欠であり、

不採択とするべき。 

 社会保障や安心・安全は、収入の多少にかかわらず国民全てが享受しているものであ

り、これらは全て平等に負担すべきであり、不採択とするべき。 

 生活が苦しい方々がますます苦しくなるということは十分理解できるが、子、孫の代

までツケを残すことはどうかと思う。少しずつでも赤字を減らしていくということが必

要であり、不採択とするべき。 

 国は全ての税の使い方をよく考えてもらいたいと思うが、社会保障のことを考えると

苦渋の選択ではあるが、不採択とするべき。 

 今の税率のままでとの陳情内容は十分理解できるが、増税に際し、減税となる部分も

ある。将来を考えるといたし方ないと考えるので、不採択すべき。 

 以上の討論の後、採決した結果、賛成少数で不採択すべきものと決定した次第であり

ます。 

 以上で、審査報告を終わりますが、 後に市職員の民間企業における長期研修につい

て協議するため、去る９月11日に委員会協議会を開催しましたので、これについて御報

告いたします。 

 この協議会につきましては、案件審査のまとめの際に、委員より、当局からより詳し

く説明を受けるべきとのことから開催に至ったものです。 

 この研修の概要でありますが、市職員１名を本年７月１日から西暦2020年３月31日ま

での期間、株式会社北都銀行地方創生部にて研修させるものであります。 

 委員より、市職員が民間の事例を学ぶことは、市にとっても大変有意義なことではあ

る。同業他社への配慮も必要で、誤解などを招かないように行うべきなどの発言があ

り、民間における研修については、年度当初において目的や成果等を明確にした上で、

慎重に行うべきとの結論に至ったところであります。 

 以上で、総務常任委員会の活動報告を終わります。 

○議長（渡部聖一君）  次に、教育民生常任委員長の報告を求めます。９番三浦晃君。 

          【教育民生常任委員長（三浦晃君）登壇】 

○教育民生常任委員長（三浦晃君）  教育民生常任委員会の審査の結果を御報告申し上げ

ます。 
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 今定例会において、当常任委員会に審査付託になりました案件は、条例関係１件、補

正予算４件の５件であります。 

 なお、継続審査中の陳情１件を加えた計６件の審査結果につきましては、審査報告書

のとおりでありますが、審査の経過と概要について御報告申し上げます。 

 初めに、条例関係についてであります。 

 議案第119号学校教育施設整備基金条例の制定についてでありますが、これは旧下川

大内小学校の体育館部分をＪＡ秋田しんせいに有償で貸し付けすることに係る財産処分

について、補助金返還相当額を基金として積み立て、市内の学校の施設整備に要する経

費として適切に運用することを、承認の条件として国から示されたことから、施行日を

公布の日とし、条例を制定しようとするものでありますが、その提案の趣旨を了とし、

原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 続いて、補正予算についてでありますが、職員の人事異動などに伴う人件費調整や職

員手当等の補正以外の主なものについて御報告申し上げます。 

 初めに、議案第126号一般会計補正予算（第６号）についてでありますが、当常任委

員会に審査付託になりましたのは、歳入では11款、13款、14款、19款及び20款、歳出で

は２款から４款及び10款であります。 

 歳入11款分担金及び負担金では事業実施見込みによる軽度生活援助事業利用者負担金

の追加、13款国庫支出金では交付決定による理科教育施設整備費等補助金の追加、14款

県支出金では交付決定によるあきたっ子グローバルビジョン事業委託金の追加でありま

す。 

 19款諸収入では、事業者の契約不履行による病後児保育事業委託費返還金の追加、20

款市債では（仮称）いきいきこどもプラザ整備事業債及び旧北内越小学校解体事業債の

追加であります。 

 歳出２款総務費では、３項戸籍住民基本台帳費において、住民票や個人番号カードな

どの旧氏併記へ対応するためのシステム改修委託料の追加、３款民生費では１項社会福

祉費において、軽度生活援助事業に係る除雪委託料及び成年後見制度利用支援実施要綱

に基づく成年後見人報酬の追加、また２項児童福祉費では（仮称）いきいきこどもプラ

ザ整備事業実施設計委託料の追加であります。 

 ４款衛生費では、１項保健衛生費において、特別会計への操出金の減額、また２項清

掃費ではごみステーション設置費補助金及び本荘清掃センター管理費の追加でありま

す。 

 10款教育費では、各小中学校、社会教育施設及び体育施設における改修、修繕、維持

管理などの経費の追加のほか、１項教育総務費において、学校教育施設整備基金積立金

の追加、また２項小学校費では旧北内越小学校解体工事実施設計委託料の追加でありま

す。 

 なお、（仮称）いきいきこどもプラザ整備事業に関しては、建設予定地などについて

現地調査を実施いたしました。この事業は、現在の本荘中央児童館の老朽化に伴うもの

でありますが、委員からは、より良いものを整備するため、基本設計の段階で内容を早

め早めに当常任委員会や関係者に提示してほしい。現在の鶴舞小学区から尾崎小学区に

移ることから、利用児童の利便性に十分配慮すべきではないかなどの発言がありました
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ので申し添えます。 

 次に、議案第127号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）では、歳入において前

年度繰越金の追加、歳出では療養給付費等負担金返還金の追加であり、歳入歳出それぞ

れ１億3,948万7,000円を追加し、総額を88億3,954万2,000円にしようとするものであり

ます。 

 次に、議案第128号診療所運営特別会計補正予算（第２号）では、歳入において一般

会計繰入金の減額及び前年度繰越金の追加、歳出では鳥海診療所運営費の減額であり、

歳入歳出それぞれ1,017万5,000円を減額し、総額を３億1,724万7,000円にしようとする

ものであります。 

 次に、議案第129号介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）では、歳入におい

て前年度繰越金の追加、歳出では東光苑の居室用カーテン交換修繕費の追加であり、歳

入歳出それぞれ130万円を追加し、総額を6,078万3,000円にしようとするものでありま

す。 

 以上、御報告申し上げました４件の各会計補正予算につきましては、いずれも提案の

趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 続いて、継続審査中の陳情第３号臓器移植の環境整備を求める意見書提出についての

陳情でありますが、この陳情は臓器提供施設における院内体制の整備、国民が臓器移植

ネットワークの構築されていない国において、臓器移植を受けることのないよう必要な

対策を講ずることなどについて、国の関係機関に対する意見書の提出を求める陳情であ

りますが、なお審査を要するものとして、全会一致で継続審査すべきものと決定した次

第であります。 

 以上で審査報告を終わりますが、案件審査のまとめの際に、委員間でさまざまな議論

が交わされたものの中から、主なものを御報告いたします。 

 笹森山を初めとした風力発電構想について、市や事業者は事業実施によるメリット、

デメリットなど市民に判断材料をはっきりと提示した上で、市民の多様な意見を取り入

れて、市の意見を各段階ごとに事業者に示していくべき。 

 地域医療については、その拡充のため、特に鳥海診療所の医師確保には、なお一層の

努力をしてほしい。 

 現地調査を行った西目幼保一体化施設建設については、住民への事前説明が十分で

あったのか、今後の対応として広く住民への丁寧な説明が必要ではないか。候補地が現

在の西目小学校の第一グラウンドであるため、代替となる第二グラウンドを第一グラ

ウンドと同等に、ふぐあいなく使用できるよう西目小学校に配慮しながら、きちんとし

た整備を進める必要がある。 

 木のおもちゃ美術館については、盛況であるものの、利用者の皆さんから入場料や運

営についてさまざまな意見があり、各方面から注目され、人気も高い施設なので、現在

行っているアンケート結果を踏まえ、旬のうちに改善すべき点は早急に対応すべきで

は。 

 これらの発言を踏まえ、今後の行政運営を注視していくことで、委員間の共通理解を

図ったものであります。 

 以上で、教育民生常任委員会の審査報告を終わります。 
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○議長（渡部聖一君）  次に、産業経済常任委員長の報告を求めます。23番髙橋和子

さん。 

          【産業経済常任委員長（髙橋和子君）登壇】 

○産業経済常任委員長（髙橋和子君）  産業経済常任委員会の審査の結果を御報告申し上

げます。 

 今定例会において、当委員会に審査付託になりました案件は、初日付託分を除き、予

算案３件であります。 

 審査結果については、審査報告書のとおりでありますが、審査の経過と概要について

御報告申し上げます。 

 初めに、議案第126号一般会計補正予算（第６号）でありますが、当委員会が審査い

たしましたのは、歳入12、14、15款及び19款、歳出５から７款でありますが、主な内容

を御報告申し上げます。 

 歳入12款使用料及び手数料では、風況観測塔設置に係る漁港施設の行政財産使用料の

追加、14款県支出金では農地・農業用施設小災害支援事業費補助金の追加であります。 

 15款財産収入では、矢島畜産センターの採草放牧地売払収入の追加、19款諸収入では

西目地域への風力発電所建設に伴う市有林伐採補償費の追加であります。 

 続いて、歳出５款労働費では、職員時間外勤務手当の追加であります。 

 ６款農林水産業費では、大内地域の代内生活改善センター及び芦淵集会施設の譲渡に

向けた施設修繕料のほか、５月の豪雨災害に係る県の上乗せ補助として、農地・農業用

施設小災害支援事業費補助金や松ヶ崎及び西目漁港のしゅんせつ土砂運搬処理費用の追

加であります。 

 ７款商工費では、スキー場運営特別会計への繰出金の追加のほか、本荘地域石脇貸工

場譲渡に向けた不動産鑑定委託料や株式会社フォレスタ鳥海事業運営資金補助金の追加

であります。なお、この株式会社フォレスタ鳥海への運営資金補助金に関して、現地調

査に赴き、経営などの状況について聞き取りや意見交換をするなど慎重に審査いたしま

したが、委員より、市道猿倉花立線の崩落事故などの外的要因に伴う利用客の減少や他

の第三セクターと違い指定管理料がない中で、営業努力していることは理解できる。経

営改善計画ありきではなく、状況をよくするよう、さらに計画を練り直し、修正しなが

ら実施していくことが必要である。第三セクターのあり方検討委員会の報告書におい

て、Ｄ評価という結果であり、深刻な経営難に陥っており、早期に存廃を含めた検討が

必要であるなどの大変厳しい提言があったが、市民も同様の目で見るのではないか。マ

イナス要因であった市道猿倉花立線が復旧されていく今が新たなスタートとなる。ま

た、鳥海ダムを含めた環鳥海地域観光を進めていく上でも、必要な施設であるというこ

とを共有していかなければならないとの発言や、第三セクターの経営ではあるが、市が

50％以上の出資を行っていることから、常時、運営についてチェックをしていただきた

い。大規模修繕に関しては、早期実施に向け、市としても第三セクターと連携を密に

し、施設所有者である県に強く要望を行っていただきたいとの要望がありましたので申

し添えます。 

 次に、議案第132号スキー場運営特別会計補正予算（第１号）は、歳入では一般会計

からの繰入金及び繰越金の追加、歳出では鳥海高原矢島スキー場ナイター照明などの設
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備及び圧雪車の修繕経費やクワッドリフト救助装置の購入費の追加であり、歳入歳出そ

れぞれ875万7,000円追加し、総額を２億170万5,000円にしようとするものであります。 

 なお、審査の過程において、委員より、将来的には指定管理や民間譲渡などが理想で

はあるが、現状の運営において、一般会計から毎年多額の繰入金が必要な状況にあり、

効率的な運営や適性かつタイムリーな営業スタイル等を取り入れ、リフト券販売収入な

どの歳入確保に向けたさらなる努力を求めるとの発言がありましたことを申し添えま

す。 

 後に、議案第134号一般会計補正予算（第７号）でありますが、当委員会が審査い

たしましたのは、歳出２、６及び７款でありますが、８月の豪雨に伴う復旧費の追加が

主なものであります。 

 歳出２款総務費では、移住者の増加が見込まれることから、定住促進奨励金の追加、

６款農林水産業費では被災した農地・農業用施設災害復旧などに対する補助金の追加で

あります。 

 ７款商工費では、道の駅岩城の温泉用引湯管が漏水していることから修繕料の追加で

あります。 

 以上、御報告申し上げました３件の予算案は、いずれも原案を可決すべきものと決定

した次第であります。 

 以上で、産業経済常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（渡部聖一君）  間もなく正午になりますが、このまま会議を続行いたします。 

 次に、建設常任委員長の報告を求めます。10番高野吉孝君。 

          【建設常任委員長（高野吉孝君）登壇】 

○建設常任委員長（高野吉孝君）  建設常任委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 

 今定例会において、当常任委員会に審査付託になりました案件は、補正予算５件、契

約関係２件及びその他１件の計８件であります。 

 審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりであります

が、審査の経過と概要について御報告申し上げます。 

 初めに、議案第123号市道路線の認定についてでありますが、これは本荘地域におい

て、開発行為に伴い東梵天31号線を新たに認定しようとするものであり、提案の趣旨を

了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 次に、議案第126号一般会計補正予算（第６号）でありますが、当常任委員会に審査

付託になりましたのは、歳入では13款、歳出では８款及び11款であります。 

 初めに、歳入でありますが、13款国庫支出金では、補助金額の決定による浄化槽整備

事業費補助金の減額であります。 

 歳出では、職員人件費の追加のほか、８款土木費においては２項道路橋梁費で、道路

維持事業費及び冬季交通等確保事業などの除排雪費の追加が主なものであります。３項

河川費では、河川環境整備費の追加であります。５項都市計画費では、石脇地区都市計

画道路計画調査業務委託費の追加であります。６項住宅費では、住宅システムの元号変

更等に伴う委託料の追加であります。 

 11款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費では、６月27日の豪雨に伴う、市道など

の災害復旧に要する費用の追加であります。 
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 続いて、議案第130号下水道事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 歳入では分担金及び負担金、繰越金、市債を追加、減額し、歳出では処理施設の維持

管理経費のほか、公共下水道事業費などの追加であります。歳入歳出それぞれ2,293万

6,000円を追加し、補正後の予算総額を30億8,111万6,000円にしようとするものであり

ます。また、地方債補正では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び資本

費平準化債の起債限度額を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第131号集落排水事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 歳入で、国庫支出金、繰越金などを組み替え、追加及び減額し、歳出では処理施設維

持管理費などを追加及び減額しようとするものであります。歳入歳出それぞれ687万

2,000円を追加し、補正後の予算総額を21億5,433万円にしようとするものであります。 

 また、地方債補正では、資本費平準化債の起債限度額を減額変更しようとするもので

あります。 

 以上、御報告申し上げました３件の補正予算につきましては、提案の趣旨を了とし、

原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 次に、議案第133号市道猿倉花立線災害防除工事請負変更契約の締結についてであり

ますが、これは、地山の確定により数量の変更が必要になることに伴い、山科建設株式

会社・矢島建設株式会社特定建設工事共同企業体と変更契約を締結するに当たり、議会

の議決を得ようとするものであり、提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきもの

と決定した次第であります。 

 次に、議案第134号一般会計補正予算（第７号）についてでありますが、当常任委員

会に審査付託になりましたのは、歳出11款災害復旧費であります。これは、２項公共土

木施設災害復旧費において、８月５日及び16日の豪雨により、市道などに被害が発生し

たことから、その復旧に必要な費用を追加しようとするものであり、提案の趣旨を了と

し、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 なお、審査の過程で、連続する大雨等の災害復旧には、これまで同様、迅速に対応し

ていただきたいとの発言がありましたので、あわせて御報告いたします。 

 次に、議案第135号29災第343号一級市道水無線（真人橋）橋梁災害復旧工事請負変更

契約の締結についてでありますが、これはブロック積工のブロック種類の変更等によ

り、工事請負額が減額となることから、山科建設株式会社・佐藤建設株式会社特定建設

工事共同企業体と変更契約を締結するに当たり、議会の議決を得ようとするものであ

り、提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 後に、議案第136号一般会計補正予算（第８号）についてでありますが、当常任委

員会に審査付託になりましたのは、歳入で20款、歳出では８款であります。 

 初めに、歳入でありますが、20款市債で道路改良事業債の追加であります。 

 歳出では、８款土木費２項道路橋梁費において、矢島下郷線歩道設置工事に係る工事

請負費の追加であります。本案件につきましては、次の意見を付して、原案のとおり可

決すべきものと決定した次第であります。 

 意見。 

 予算要求の際に、諸経費分の計上を失念していたもので、これは初歩的なミスであ

り、事務処理及び事後の確認等に不手際があったことは極めて遺憾である。担当職員だ
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けでなく、組織としてチェック体制を見直すなど事務の誤りが起きないよう、再発防止

に全力を尽くし、業務を遂行するよう強く求める。 

 以上で、建設常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（渡部聖一君）  次に、総合防災公園整備特別委員長の報告を求めます。24番高橋

信雄君。 

          【総合防災公園整備特別委員長（高橋信雄君）登壇】 

○総合防災公園整備特別委員長（高橋信雄君）  総合防災公園整備特別委員会の審査の結

果を御報告申し上げます。 

 今定例会におきまして、当特別委員会に審査付託になりました案件は、補正予算１件

であります。 

 審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりであります

が、審査の経過と概要について御報告申し上げます。 

 議案第126号一般会計補正予算（第６号）でありますが、当特別委員会に審査付託に

なりましたのは、歳入では19款、歳出では２款であります。 

 歳入につきましては、スポーツ振興くじ助成金及び由利本荘アリーナの施設命名権料

により、19款諸収入を635万円増額しようとするものであります。 

 次に、歳出につきましては、２款総務費において、由利本荘アリーナの開館記念イ

ベントに係る負担金として、負担金補助及び交付金を200万円増額しようとするもので

す。 

 以上、御報告申し上げました一般会計補正予算につきましては、提案の趣旨を了と

し、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 なお、案件審査のまとめの際に、10月１日と目前に迫った由利本荘アリーナの開館を

迎えるに当たり、委員から、施設見学会の開催を初め、これまで開館に向けての取り組

みを鋭意進めてこられた関係職員には敬意を表するとともに、より万全の準備を整え、

開館を迎えられたい。また、基本設計段階より、国道７号に面した出入り口周辺の交通

アクセスが課題であるとの議論があったが、周辺交差点や国道７号の渋滞対策とあわ

せ、今後開催されるイベント時の交通対策について十分対処されたいとの発言がありま

したことを、当特別委員会の総意として御報告いたします。 

 以上で、総合防災公園整備特別委員会の審査報告を終わります。 

○議長（渡部聖一君）  以上をもって、委員長審査報告を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

          午後 ０時０９分 休  憩 

……………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時００分 再  開 

○議長（渡部聖一君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、日程の順に従い、委員長報告に対する質疑及び認定、議案、請願、陳情に

ついての討論、採決を行います。 

 この際、お諮りいたします。 

 必要と認めるときは、議案等を一括議題といたしたいと思います。これに、御異議あ

りませんか。 
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          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって、議事をそのように進めます。 

 なお、議案等の件名は、必要と認めるときは朗読を省略、または簡略にしたいと思い

ますので、御了承願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第４、認定第１号一般会計決算認定についてを議題といたし

ます。 

 決算審査特別委員長の報告は、認定すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。委員長報告のとおり決定して、御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって認定第１号は、認定されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第５、認定第２号国民健康保険特別会計から日程第17、認定

第14号松ヶ崎財産区特別会計までの13件の決算認定を一括議題といたします。 

 決算審査特別委員長の報告は、認定すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。委員長報告のとおり決定して、御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって認定第２号から認定第14号までの

13件は、認定されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第18、認定第15号水道事業会計及び日程第19、認定第16号ガ

ス事業会計の２件の決算認定を、一括議題といたします。 

 決算審査特別委員長の報告は、認定すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 
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○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。委員長報告のとおり決定して、御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって認定第15号及び認定第16号の２件

は、認定されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第20、議案第119号学校教育施設整備基金条例の制定につい

てを議題といたします。 

 教育民生常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第119号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第21、議案第120号地方活力向上地域における固定資産税の

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 総務常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第120号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第22、議案第123号市道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

 建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 
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 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第123号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第23、議案第126号一般会計補正予算（第６号）を議題とい

たします。 

 各委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第126号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第24、議案第127号国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）から日程第26、議案第129号介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）までの

３件を、一括議題といたします。 

 教育民生常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第127号から議案第129号まで

の３件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第27、議案第130号下水道事業特別会計補正予算（第３号）

及び日程第28、議案第131号集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の２件を、一括

議題といたします。 
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 建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第130号及び議案第131号の２

件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第29、議案第132号スキー場運営特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 産業経済常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第132号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第30、議案第133号市道猿倉花立線災害防除工事請負変更契

約の締結についてを議題といたします。 

 建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第133号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（渡部聖一君）  日程第31、議案第134号一般会計補正予算（第７号）を議題とい

たします。 

 総務、産業経済、建設の各常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしておりま

す。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第134号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第32、議案第135号29災第343号一級市道水無線（真人橋）橋

梁災害復旧工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第135号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第33、議案第136号一般会計補正予算（第８号）を議題とい

たします。 

 総務常任委員長の報告は原案を可決すべきもの、建設常任委員長の報告は意見を付し

て原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 
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          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって議案第136号は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第34、請願第２号自治会所有土地の共有名義を認可地縁団体

に登記変更促進を求める意見書提出についての請願を議題といたします。 

 総務常任委員長の報告は、不採択とすべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本件は、起立採決いたします。委員長報告は、不採択とすべきもの

としていますが、本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。繰り返しま

す。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

          【賛成者起立】 

○議長（渡部聖一君）  起立少数であります。よって請願第２号は、不採択とすることに

決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第35、陳情第５号消費税増税10％引き上げ中止を求める意見

書提出についての陳情を議題といたします。 

 総務常任委員長の報告は、不採択とすべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  質疑なしと認めます。 

 討論の通告がありますので、これを許します。初めに、６番佐々木隆一君。 

          【６番（佐々木隆一君）登壇】 

○６番（佐々木隆一君）  陳情第５号消費税増税10％引き上げ中止を求める意見書提出に

ついての陳情に採択すべきとの立場で討論いたします。 

 来年度、2019年度の概算要求では、軍事費が過去 大となる５兆2,980億円となり、

５年連続で過去 大を更新しました。しかも、例年入っている米軍の再編関係経費は金

額を示さない事項要求としており、これを加えれば実質５兆5,000億円にはね上がりま

す。 

 今月18日には、３日前ですが、北朝鮮の首都平壌で南北両首脳が朝鮮半島の平和と非

核化で共同宣言に署名し、文字通り朝鮮半島の平和への話し合いが着々と進んでいま

す。そのような状況のもとで、北朝鮮のミサイルを打ち落とす目的で配備する地上配備

型迎撃システムイージス・アショアに2,352億円を盛り込み、米政府からの武器購入も

2018年、今年度の4,102億円から6,917億円と急増、しかも後年度負担と言われるツケ払

いは２兆5,141億円であります。 
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 予算の大前提となっているのが、消費税増税であります。ことしは、1989年に消費税

が創設されてからちょうど30年目になります。この30年間の消費税収の合計は、372兆

円にもなりますが、ほぼ同じ時期の法人三税の減収額は累計で291兆円にもなっていま

す。国民から吸い上げた消費税のほとんどが大企業などの減収の穴埋めで消えてしまっ

た感がします。その大企業の内部留保は史上 高の426兆円、労働者の実質賃金は上が

らず、家計支出は４年連続マイナス、これらを見ると大企業のもうけありきの消費税増

税ではありませんか。 

 これでは、社会保障財源の確保も財政の健全化もできないのは当然です。先日、市の

商工会の皆さんと交流する機会がありました。消費税増税は今の世の中が大変厳しいの

で、ぜひ上げないでいただきたい。このような声もありました。今こそ消費税頼みの財

政政策から抜け出し、税の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平

税制をただし、冒頭に述べた軍事費やリニア中央新幹線など、不要不急の大型公共工事

への歳出を見直し、暮らしや社会保障、地域経済優先に税金を使う内需主導型の経済政

策に根本的に転換すべきであり、本陳情は直ちに採択し、関係機関に意見書を提出すべ

きであります。 

 以上であります。 

○議長（渡部聖一君）  次に、12番小松浩一君の発言を許します。12番小松浩一君。 

          【12番（小松浩一君）登壇】 

○１２番（小松浩一君）  会派高志会の小松浩一です。 

 今回の陳情第５号は、消費税を10％に増税することの中止を国に求める意見書につい

ての陳情であります。 

 私は、総務常任委員長の不採択すべきとの報告に賛成の立場から討論いたします。 

 消費税10％増税の背景には、少子高齢化が進む現代社会の構造があります。働き手で

ある若い納税者が減少し、高齢者が増加していく現在の人口構造では、高齢者への年金

や医療、介護などの社会保障への負担を、現役世代が多く担うことになっていきます。

その負担を軽減し、現在の社会保障を維持・充実していくためには、特定の年代層に負

担が集中せず、高齢者を含めて国民全体が広く負担する、そういうこととなる消費税が

目的税としての高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられます。 

 また、所得税や法人税は、不景気のときには減少する傾向がありますが、消費税は景

気の動向に左右されにくく比較的安定した税であると言えます。社会保障費の増加に税

収が追いつかず、国の赤字が拡大している現状を考えても、安定した税収である消費税

の増税は必要であるものと考えます。 

 さらに、少子高齢化現象が進む日本において、今回の消費税増税分の一部が、子育て

の充実に向けられることは少子化対策につながることでもあり、将来の日本の経済力を

支える取り組みに結びつくとも考えられます。 

 消費税が10％に上がることは、確かに大きい負担であります。今後、増税分の使途や

食料品等の生活必需品における軽減税率の導入などについても、国の動向を注視しなけ

ればならないと考えます。しかし、さきに述べました社会保障の維持・充実、赤字拡大

の解消の観点からも、消費税の10％への増税は、将来の日本を考えるとやむを得ない選

択であると考え、陳情第５号消費税増税10％引き上げ中止を求める意見書提出について
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の陳情についての、総務常任委員長の不採択とすべきとの報告に賛成の立場からの討論

といたします。 

 以上です。 

○議長（渡部聖一君）  ほかに、討論ありませんか。 

          【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  討論なしと認めます。 

 採決いたします。本件は、起立採決いたします。 

 委員長報告は、不採択とすべきものとしていますが、本陳情を採択することに賛成の

諸君の起立を求めます。繰り返します。本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

          【賛成者起立】 

○議長（渡部聖一君）  起立少数であります。よって陳情第５号は、不採択とすることに

決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  日程第36、継続審査についてを議題といたします。 

 継続審査中の陳情第３号臓器移植の環境整備を求める意見書提出についての陳情につ

いては、教育民生常任委員長より、なお審査の要ありとし、会議規則第111条の規定に

より継続審査の申し出がありました。 

 委員長の申し出のとおり、これを継続審査とすることに決定して御異議ありません

か。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって継続審査中の陳情第３号臓器移植

の環境整備を求める意見書提出についての陳情は、継続審査とすることに決定いたしま

した。 

 この際、お諮りいたします。今期市議会定例会において議決されました議案、請願等

において、その字句、条項、数字、その他文案等に整理を要するものにつきましては、

その整理を議長に委任されたいと思います。これに、御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 重ねてお諮りいたします。各委員会の所管に関する事項については、閉会中も調査検

討したいと思います。これに、御異議ありませんか。 

          【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（渡部聖一君）  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（渡部聖一君）  以上をもって、今期市議会定例会の付議事件は、全て終了いたし

ました。 

 去る８月28日開会以来、連日審査に当たられました議員各位に対し、心から敬意を表

しますとともに、これに御協力いただきました市当局、監査委員並びに関係各位に対し

まして、この席から深甚なる感謝を表する次第であります。 

 これをもちまして、平成30年第３回由利本荘市議会定例会を閉会いたします。大変御
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苦労さまでした。 

          午後 １時２５分 閉  会 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

          由利本荘市議会議長   渡 部 聖 一 

 

 

                議 員   佐 藤 健 司 

 

 

                議 員   佐々木 慶 治 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


